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はじめに 
－改正商法の概要－ 

 
※ 本基礎編は、平成 13年商法改正の全体像を短時間にご理解頂けるよう、コンパクトに
まとめたものです。詳細については、同送致しました平成 13年商法改正に関するＱ＆
Ａをご参照下さい。 

 
1. 株式制度の自由化・弾力化 
平成 13年 11月に成立した「商法等の一部を改正する法律」（以下「11月改正法」
という）により、新株発行規制の見直し、種類株式制度の弾力化、新株予約権制度

の創設等、株式制度の大幅な見直しが行われた。11 月改正法は、会社の資金調達
における選択肢を広げるとともに、会社経営の選択肢を拡大するという意味を含む

ものである。 
 
2. 会社関係書類の IT化 

11 月改正法により、会社はその作成すべき会社関係書類を電磁的方法により作成
し、会社又は株主等から行う通知、請求等についても、電磁的方法によることがで

きることとされた。ただし、旧法上書面によって送付あるいは提出することが要求

されているものを電子化する場合には、相手方が電子化に同意することが条件とさ

れている。 
 
3. 企業統治（コーポレート・ガバナンス） 
平成 13年 12月に成立した「商法及び株式会社の監査等に関する商法の特例に関す
る法律の一部を改正する法律」（以下「12月改正法」という）により、取締役等の
責任の軽減に関する要件が緩和される一方、監査役の機能が強化された。 

 
4. 平成 13年・平成 14年以降の商法改正の経過 
平成 13年には、上記のとおり 11月改正法及び 12月改正法が成立し、また平成 14
年 3月現在、改正が検討されていた委員会制度や取締役の任期の残りの部分につい
て「商法等の一部を改正する法律案」（以下「平成 14 年改正法案」という）が第
154回通常国会で審議されている。かかる一連の商法改正の経過について、既に施
行済みのいわゆる金庫株解禁等に伴う「商法等の一部を改正する等の法律」（以下

「6月改正法」という）を含めて整理すると以下のとおりである。 
 

平成 13年 3月 18日現在 
法律名・法案名 成立日 公布日 施行日 

6月改正法 
（単元株創設・金庫株解禁等） 

平成 13年 6月 22日 平成 13年 6月 29日 平成 13年 10月 1日

11月改正法 
（新株予約権創設・IT化等） 

平成 13年 11月 21日 平成 13年 11月 28日 平成 14年 4月 1日 

12月改正法 
（企業統治・監査役任期等） 

平成 13年 12月 5日 平成 13年 12月 12日 未定1 

平成 14年改正法案 
（委員会制度・取締役任期等） 

審議中 未定 未定 

                                                  
1 「公布の日から起算して 1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する」とされている（平成
13年 12月改正法附則第 1条）。この政令はいまだ定められていないが、平成 14年 6月の定時総会には間に合
うよう、政府において準備が進められている。 



第１ 株式制度の自由化・弾力化 
１ 新株発行規制 
  (1) 譲渡制限会社が発行する株式の総数に関する制限の撤廃 
旧法では、会社の設立に際して発行する株式の総数は、定款に記載された

授権株式数の 4分の１を下ることができないとされ、かつ授権株式数は発行
済株式数の 4倍を超えて増加できないとされていた。しかし、従来から、こ
のような制限は機動的な資金調達の障害となるとの指摘があった。そこで、

11月改正法では、譲渡制限会社についてのみ、会社の設立に際して発行する
株式の総数が授権株式数の 4分の 1を下ることができないという制限が廃止
され、かつ、授権株式数を発行済株式数の 4倍を超えて増加することができ
ないという制限が撤廃された。 

  (2) 新株発行規制の見直し 
     ア 新株の有利発行決議の有効期間 

  株主以外の者に対して、特に有利な条件をもって新株を発行するには、
取締役会による発行決議に加えて、定款で有利発行に関する規定がある場

合でも、株主総会の特別決議を経る必要がある。 
 旧法のもとでは、この株主以外の者に対する有利発行に関する株主総会

の特別決議は、①決議後最初に発行する新株に限定して、②決議の日より 6
ヶ月内に払込みを行うべきものについてのみ効力を有するものとされてい

た。 
 しかし、会社の資金調達の便宜を考慮すると、発行できる株式の種類、

数、最低発行価額等について株主総会の特別決議で授権された以上、必要

に応じて数回にわたって新株を発行できるものとし、かつ、特別決議後 1
年間は決議の効力を有するとする方が適切と考えられる。そこで、11 月改
正法では、上記①の規制が廃止され、かつ、②の 6 ヶ月間が 1 年間に伸長
された。 

     イ 譲渡制限会社における新株の発行 
  譲渡制限会社において株主割当以外の方法で新株を発行する場合に必要
とされる株主総会の特別決議についても、①決議後最初に発行する新株に

限定するとの規制が廃止され、②決議から払込みまでの期間が 6 ヶ月間か
ら 1年間に伸長された。 

     ウ 譲渡制限会社の取締役会決議事項 
  旧法では、有利発行でない限り割当先に関する情報を取締役会で決議す
ることは求められていなかった。しかし、譲渡制限会社においては株式の

譲渡の際には譲渡の相手方、並びに株式の種類及び数につき取締役会の承

認が必要とされている。かかる譲渡段階の規制を発行段階にも及ぼすため、



11 月改正法では、取締役会において新株の割当を受ける者、並びに株式の
種類及び数を決議しなければならないこととされた。 

 
２ 種類株式 
  (1) 議決権制限株式 
 旧法下においては、利益配当優先株式に限って、株主に議決権がないもの

とすることが認められていたが、議決権のない株式それ自体は種類株式とし

て取り扱われていなかった。 
 これに対し、11月改正法は種類株式の内容を充実させるとともに、議決権
を行使することができる事項につき以下のような数種の株式の発行を認め

た。 
① 利益配当の内容について普通株式と異なることのない株式における議
決権のない株式 
② (a)議決権が全くない株式のほか、(b)特定の決議事項についてのみ議決
権を与え、それ以外には議決権を与えない株式（(a)、（b）を合わせて
「議決権制限株式」という）。 

  この議決権制限株式も種類株式の１つとして取り扱った上で、議決権の復
活については法律で規制せず、定款で柔軟に定めることを認めた。  
 11月改正法が、議決権制限株式を新たに設けた趣旨は、普通株式について
も議決権がないものとすることについての需要があったことや、いわゆるト

ラッキングストック（利益の配当が特定の営業部門や子会社の利益等に連動

する株式）を発行する際には、利益配当優先株式でない株式についても議決

権制限株式にする必要性があったこと等が挙げられる。 
  (2)  議決権制限株式の発行限度 
 11月改正法において議決権制限株式を認めるに際し、その発行限度を発行
済株式総数の 2分の 1まで拡大した。 

 (3) 種類株式の定款の記載事項 
 旧法下においては、利益配当優先株式の内容のうち優先して配当すべき額

につき、定款ではその上限のみを定めれば足りるとする一方で、その上限額

は確定金額で定めることを要すると解されていた。 
 これに対しては、実務界から、確定金額ではなく一定の算定基準によって

定めることができるようにしたいという要望がなされ、また、優先株式を 2
種類以上発行する場合の定款規定の適用が不明確であるとの指摘もなされ

ていた。そこで、11月改正法においては、定款でその上限額その他算定の基
準の要領となるべき事項を定めればよいこととした。 

  (4)  種類株主総会 



 11月改正法では、株主総会又は取締役会決議事項につき、定款でその決議
のほかに種類株主総会の決議を要する旨を定めることを認めている。 
 かかる規定は、種類株主の権利保護を図るためのものであり、また、定款

に規定のない株主間契約上の種類株主の権利の法的な位置付けを明確にし、

一定の事項について拒否権を与えるという意味も含まれている。 
 
３  株式の転換 

  旧法は、転換株式として、株主からの請求に基づいてある種類の株式が他の
種類の株式に転換される株式について規定を設けていた。 
しかし、11月改正法は、こうした転換株式に加えて、会社が、定款に定めた
事由が発生したときに株主の選択によらずにある種類の株式を他の種類の株式

に強制的に転換できる内容の株式に関する規定を設けた。これに伴い、両者を

区別するため、旧法の転換株式を「転換予約権付株式」とその名称を変更する

とともに、会社が定款に定める条件に従い強制的にある種類の株式を他の種類

の株式に転換できる株式を「強制転換条項付株式」として新たに定めることと

した。 
 
４ 新株予約権 
  (1) 新株予約権の意義 

  11月改正法では、新株予約権制度が創設された。 
新株予約権とは、これを有する者（新株予約権者）が、これを行使したと

きに、会社が新株予約権者に対し、新株を発行するか、これに代えて会社の

有する自己株式を移転する義務を負うものをいう。 
  (2)  新株予約権の発行手続 
 新株予約権の発行手続に関しては新株発行の場合と類似した一連の規定

が設けられた。すなわち、新株予約権の発行決議は、原則として取締役会に

おいて発行に必要な一定事項について決議することとされた。また、発行事

項の公示、新株予約権の申込、割当及び払込、株主の新株予約権の引受権等

についても新株発行に準じた規定が設けられた。 
(3)  新株予約権の用途（ストック・オプションなど） 

  旧法のストックオプションは、新株引受権付与方式と自己株式譲渡方式と
いう 2つの方法がそれぞれ定められていた。また、その付与対象者は自社の
取締役や従業員に制限され、行使期間の限度も 10 年間、発行限度額も発行
済株式総数の 10分の 1という制限があった。 
しかし、今回の新株予約権はこれらの制限が取り払われ、その結果、いわ

ゆるインセンティブ目的としてのストック・オプションに限定しない新しい



概念となった。また、新株予約権の付与対象者も、従業員等に限られず、子

会社・関連会社の役職員や外部のコンサルタント、取引先にも広げられた。 
  (4)  有利な条件による発行 

  株主以外の者に対して、特に有利な条件をもって新株予約権を発行するに
は、取締役会による発行決議に加えて、定款で有利発行に関する規定がある

場合でも、株主総会の特別決議を経る必要がある。 
  この点新株の有利発行については、「発行価額」のみが問題とされている
のに対し、新株予約権においては、発行価額のみならず行使価額、行使期間、

行使条件等も問題となるので、「有利な条件」と広く規定された。 
  新株予約権の発行が有利発行になる場合の一例として想定されているの
は、新株予約権の行使によって発行される新株の発行価額（新株予約権の発

行価額と新株予約権の行使に際して払い込むべき金額の合計額）が、新株予

約権の行使期間におけるその会社の株式の合理的に予測される時価よりも

低い価額で発行される場合である。 
   
５  新株予約権付社債 
  (1)  概念の整理 

  旧法では、エクイティ要素を併せ持つ社債として「転換社債」及び「新株
引受権付社債（分離型と非分離型）」の 2 つが規定されていた。しかし、11
月改正法においては、新株予約権の発行が認められたことにともない、これ

らは全て「新株予約権」と「社債」という 2つの概念の組み合わせ的なもの
として理解されることとなり、旧法の転換社債及び新株引受権付社債の規定

は削除された。 
  (2)  旧法での転換社債と新株予約権付社債 

  旧法での「転換社債」は、この「新株予約権付社債」のうち、①新株予約
権を社債と分離して譲渡することができず、②社債の発行価額と新株予約権

の行使に際して払い込むべき金額とを同額とした上で、③新株予約権を行使

するときは、必ず社債が償還されて、社債の償還額が新株予約権の行使に際

して払い込むべき金額の払込に当てられるものとして理解されることにな

る。 
  (3)  旧法での新株引受権付社債（分離型） 

  旧法での「新株引受権付社債（分離型）」は、11月改正法のもとでは、社
債と新株予約権という 2つのものを、同時に募集し、両者を同時に割当てる
ものとして理解されることになる。 

  (4)  旧法での新株引受権付社債（非分離型）と新株予約権付社債 
  旧法での「新株引受権付社債（非分離型）」は、その性質上分離譲渡が禁



止される新株予約権付社債の範疇に含まれることになる。 
   
６  株式交換・株式移転の場合の新株予約権の処理 

11月改正法では、株式交換等による企業再編時の新株予約権の処理について、
完全子会社となる会社が発行していた新株予約権に関しては、一定の条件を満

たした場合には、親会社が承継できるように整備されている。なお、株式交換、

株式移転によって完全子会社となる場合は新株予約権を消却する旨を新株予約

権の発行に際して決議しておけば、株式交換や株式移転に際して、会社の意思

で新株予約権を喪失させることもできる。 
 
 
第２ 会社関係書類の IT化 
１ 総論 
 高度情報化社会の到来に対応するため、会社はその作成すべき会社関係書類

を電磁的方法により作成し、会社又は株主等から行う通知、請求等についても、

電磁的方法によることができることとされた。但し、いわゆるデジタルデバイ

ドの問題に対応する観点から、旧法上書面によって送付あるいは提出すること

が要求されているものを電子化する場合には、相手方が電子化に同意すること

が条件とされている。 
 
２ 会社関係書類の電子化 
 まず、株主総会の招集通知等、従来、株式会社又は特定の者（株主、社債権

者等）に対して書面による請求や通知をしたり、書面の提出などをすべき場合

について、かかる書面による請求等に代えて、相手方の承諾を得て、書面に記

載すべき情報や事項を電磁的方法により提供することができるものとされた。

電磁的方法の具体的内容については、その確実性を考慮し、電子メール、ウェ

ブ（ホームページ）の利用、又はフロッピーディスクの交付が予定されている。 
 次に、定款や株主名簿等、書面の作成を要するが、上記のように特定の者に

対する書面の移転がなされない場合については、会社等は書面に記載すべき情

報を記録した電磁的記録の作成をもって、当該書面の作成に代えることができ

るものとされ、当該電磁的記録は当該書面とみなされることとなった。 
  なお、上記各場合において作成される電磁的記録に記録された情報につき署
名が要求される場合には、その作成者等は、署名の機能を代替する措置をとら

なければならないものとされ、具体的には、改ざん等の防止の観点から、電子

署名によることが予定されている。 
 また、上記各場合において、備置が要求される場合は、取締役等は作成され



た電磁的記録を本店等に備えおかなければならない。 
 さらに、従来、株主等が書面を閲覧・謄写することができる場合において、

当該書面に代えて電磁的記録が作成された場合は、当該電磁的記録に記録され

た情報の内容を表したものの閲覧・謄写請求ができることとされた。また、従

来、書面の謄抄本の交付請求をすることができる場合において、当該書面に代

えて電磁的記録が作成された場合については、株主等はこれらの方法に加えて、

①当該電磁的記録に記録された情報の内容を記録した情報を電磁的方法により

提供することの請求、②当該電磁的記録に記録された情報の内容を記載した書

面の交付の請求ができることとされた。 
 
３ 株主総会における議決権行使 
 旧法下では、商法特例法上の大会社でかつ議決権を有する株主が 1000 名以
上の会社についてのみ、議決権行使書面の提出による議決権行使が許容されて

いた。しかし、11月改正法により、上記大会社以外の会社においても、取締役
会で決議すれば書面による議決権行使が認められることとなった。 
 さらに、会社が取締役会決議をもって定めた場合、株主総会に出席しない株

主が、会社の承諾を得て電磁的方法により議決権を行使することができるよう

になった。かかる電磁的方法による議決権行使は、会社にとっては管理コスト

の節減や株主総会の定足数確保というメリットがあり、株主にとっても権利行

使機会の拡大というメリットがある。 
 
４ 計算書類の公開 
 会社は、取締役会の決議をもって、貸借対照表又はその要旨の公告に代えて、

貸借対照表に記載され又は記録された情報を、電磁的方法（インターネットに

接続されたサーバーを利用するホームページによる方法を予定）により、株主

総会の承認の日から 5年間、不特定多数の者がその提供を受けることができる
状態におく措置をとることができることとされた。これは、会社の負担を軽減

し、かつ開示の実効性を高めようとするものである。 
 
 
第３ 企業統治（コーポレート・ガバナンス） 
１  取締役等の責任の軽減に関する要件の緩和 
(1)  旧法下では、取締役及び監査役（以下「取締役等」という）の会社に対す
る責任については、総株主の同意がある場合に限り免除されることとされて

いた。12月改正法では、以下の場合にも責任が一定額を限度として免除され
る。 



① 株主総会の特別決議をもって行う免除 
② 定款の規定に基づき取締役会決議により行う免除 
③ 定款の規定に基づき社外取締役との間で締結した責任限定契約によ
り行う免除（社外取締役とは、その会社の業務を執行しない取締役で

あって、過去にその会社又は子会社の業務を執行する取締役又は支配

人その他の使用人となったことがなく、かつ、現に子会社の業務を執

行する取締役又はその会社若しくは子会社の支配人その他の使用人

でない者をいう。） 
 なお、社外監査役には③の軽減は認められない。また、いずれの場合にお

いても、軽減の対象となる責任は、第 266条 1項 5号に基づく賠償責任（法
令又は定款に違反する行為）であり、善意・無重過失の場合に限られ、第 266
条 1項 1号乃至 4号に基づくその他会社に対する法定責任については軽減さ
れない。 

(2)  12 月改正法で追加された方法により取締役等の責任が軽減された場合の
賠償額の上限は、概ね以下のとおりである。 

 
賠償額の上限とされる額（A＋B＋C） 

役 職 
A B C 

代表取締役 
報酬等 
× 

6年分 

（下記のうち、いずれか少ない額） 
＊退職慰労金等の合計額 

＊上記合計額  ×   
在職年数

6  

新株予約権の行

使等により得た

利益 

社外取締役 
報酬等 
× 

2年分 

（下記のうち、いずれか少ない額） 
＊退職慰労金等の合計額 

＊上記合計額  ×   
在職年数

2  

新株予約権の行

使等により得た

利益 

上記以外の 
取締役 

報酬等 
× 

4年分 

（下記のうち、いずれか少ない額） 
＊退職慰労金等の合計額 

＊上記合計額  ×  
在職年数

4  

新株予約権の行

使等により得た

利益 

監査役 
報酬等 
× 

2年分 

（下記のうち、いずれか少ない額） 
＊退職慰労金等の合計額 

＊上記合計額  ×  
在職年数

2  

新株予約権の行

使等により得た

利益 

 
 
２ 株主代表訴訟制度の合理化 
  (1)  監査役の考慮期間の延長 

  株主代表訴訟の提訴権者たる株主（6ヶ月前より引き続き株式を有する株主）



が、代表訴訟の提起に先立ち、会社に対して取締役の責任を追及する訴えの提

起を請求した場合、旧法においては、会社を代表して訴訟を追行すべき監査役

は、かかる請求のあった日から 30 日以内に訴えを提起するか否かを決すべき
ものとされていたが、12月改正法においては、この期間が 60日に延長された。 

  (2)  補助参加等の明文化 
     ア 会社が取締役の責任を追及する訴えを提起した場合や、会社が代表訴訟
を提起した株主から訴訟告知を受けた場合に、遅滞なく訴えを提起した旨

を公告し又は株主に通知する必要があることが明文化された。 
     イ 取締役の責任を追及する訴訟において会社が和解をなす場合に、第 266
条 5項の規定が適用されないこと、すなわち、取締役の責任免除について
総株主の同意を必要としないこと、が明文により規定された。 

     ウ 12 月改正法は、会社が被告取締役側に補助参加できる旨を明文化すると
ともに、被告取締役側への補助参加につき各監査役の同意を必要とする旨

規定した。 
 
３  監査役の機能の強化 

  12 月改正法は、取締役等の責任を軽減し、株主代表訴訟制度を合理化する
一方で、コーポレート・ガバナンスの実効性を確保するため、監査役の機能を

強化した。 
  (1)  取締役会への出席義務・意見陳述義務 

  まず、監査役は、取締役会へ出席しなければならず、必要があると認める
ときは意見を述べなければならない旨規定された。これは、旧法において、

取締役会への出席・意見陳述を権利として規定していたものを、義務として

明記したものである。 
  (2) 任期の延長 

  監査役の独立性を高めるため、監査役の任期が 3年から 4年に延長された。 
  (3) 辞任に関する意見陳述権 

  監査役を辞任した者は、その後最初に招集される株主総会に出席し、辞任
した旨及びその理由を述べることができることとされ、他の監査役は、株主

総会においてかかる辞任について意見を述べることができることとされた。

これは、監査役が事前の話し合いや取締役等から強制されて任期途中で辞任

することが多いという実状に鑑み、監査役を辞任した者及び他の監査役に、

その後最初に招集される株主総会において辞任についての意見を陳述する

権利を与えることにより、監査役の辞任に一定の歯止めをかけるための規定

である。 
  (4) 社外監査役に関する改正（大会社） 



  商法特例法上の大会社においては、旧法では 1人以上の社外監査役が必要
であるとされていたのに対し、12 月改正法においては監査役の半数以上が
社外監査役であることが必要とされている。 
  これに加えて、社外監査役の要件自体も厳しくなり、旧法においては、社
外監査役は「就任前 5年間、当該会社又はその子会社の取締役又は支配人そ
の他の使用人でなかった者」でなければならないとされていたのに対し、12
月改正法においては、「その就任前に会社又はその子会社の取締役又は支配

人その他の使用人となったことがない者」でなければ、社外監査役には就任

できないこととされた。 
  (5) 監査役選任に関する監査役会の同意権及び提案権（大会社） 

  12 月改正法により、商法特例法上の大会社においては、取締役が監査役
の選任に関する議案を株主総会に提出するためには、監査役会の同意を得な

ければならないものとされた。また、監査役会は、その決議をもって、取締

役会に対し、監査役の選任を株主総会の会議の目的とすることを請求し又は

監査役の選任に関する議案を提出することができるものとされた。 
 

以上 
 


